
２２００２２６６春春季季生生活活闘闘争争各各産産別別方方針針  

構成組織名      UA ゼンセン山形県支部 

報告者氏名・役職 氏名：出利葉 康隆 役職名：支部長 

ⅠⅠ..産産別別基基本本方方針針概概要要  

地方組織方針・特徴点

等 

 

 ＵＡゼンセンは2025闘争方針で「日本全体として物価上昇
率を１％程度上回る賃金水準の上昇を定着させることが必要
との認識を社会全体で共有する」ことを提起した。そして、
政府が2025骨太方針に「日本経済全体で１％程度の実質賃金
上昇を定着させ、国民の所得と経済全体の生産性を向上させ
る」ことを明記した。ＵＡゼンセンには社会を動かす力とと
もに責任があることを自覚し、引き続き賃上げの社会的流れ
をけん引する役割を果たしていく。 
 最低賃金を持続的に引き上げ、働く者すべての賃金底上げ
をはかる。 
 労働時間短縮とキャリア形成支援に労使で取り組み生産性
向上をはかる。 
 山形県支部所属加盟組織については、本部、各部門、部会
ごとの方針に則り推進していき、出来るだけ早期（３月中）
または7．４月中の解決を目指す。 

ⅡⅡ..「「底底上上げげ」」「「底底支支ええ」」

「「格格差差是是正正」」要要求求内内容容  

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

②賃金改善分 

2.一時金（金額・月数） 

3.企業内最賃協定 

①金額・引き上げ額など 

１．賃金体系がミニマム水準未達の場合は、賃金体系が維持
されている組合は体系維持分に加え４％、賃金体系が維持さ
れていない組合は６％に、格差是正分として１％程度を加え
て賃金を引き上げる。要求額としては、賃金体系が維持され
ている組合は体系維持分に加え13,500円、賃金体系が維持さ
れていない組合は18,000円に達するよう積極的に取り組む。 
賃金水準がミニマム水準を超える場合は、賃金体系が維持さ
れている組合は体系維持分に加え４％基準、賃金体系が維持
されてない組合は６％基準に賃金を引き上げることを基本
に、部門ごとに実質賃金の向上と格差是正の必要性を踏まえ
要求基準を設定する。 
到達水準以上の組合は、部門の決定に基づき、要求基準のう
ち、一定部分については総合的な 
労働条件の改善として要求できるものとする。 
２．平均月数年間５カ月を基準に各部門で決定する※。 
短時間（パートタイム）組合員は、少なくとも年間２カ月以
上とし各部門で決定する。正社員 
（フルタイム）組合員と同視すべき短時間組合員は、正社員
（フルタイム）組合員と同じ要求とする。 
※ 金額は社会水準が年間160万円程度であることを意識し、最低で

も100万円以上を確保する。 

最低保障月数 

１.２０２６春季生活闘争に臨む各産別の方針と課題
　⑴　連合山形各産別春季生活闘争方針

①UAゼンセン山形県支部
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平均月数の85％以上を最低保障月数とする。なお、平均月数
が年間４カ月以下の場合は90％以上とする。 
３．企業内最低賃金 
法定の地域別最低賃金を１割以上上回ることを原則とし、時
間額1,500円を2029年までに達成するよう部門、部会ごとに計
画的に取り組む。 
2026年の要求基準は月額213,000円、時間額1,300円以上とす
る。地域別には地域別最低賃金、消費者物価の地域差を勘案
して算出した＜別表＞の金額以上とする。 
法定最低賃金遵守とともに社会的な引き上げを促進するため
に月額設定の場合も時間額表示を行い、必ず協定書を締結す
る。必要な場合、地域別最低賃金の引き上げにあわせて秋に
も交渉を行う。 

ⅢⅢ..「「すすべべててのの労労働働者者のの  

立立場場にに立立っったた働働きき方方」」

のの改改善善ににつついいてて  

1.労働基準法改正に伴う

取り組みなど。 

2.長時間労働の是正対応

など 

１． 
２．所定労働時間短縮と休日増 
部門、部会ごとに2032年の到達をめざし設定した目標と現状
の乖離を確認し、達成に向け取り組む。 
健康確保のための労働時間の上限規制等 
① 時間外・休日労働の規制 
ａ．労働時間把握の徹底（すべての組合の取り組み） 
管理・監督者を含めた全労働者について、労働時間の客観的
な記録を管理するルールならびに時間外・休日労働、実際の
労働時間を確認するルールを定める。実際に時間外・休日労 
働が発生する場合のルールづくりを行い（事前に組合への通
知や協議等を求める等）、36協定が適切に運用されているか
定期的に点検する。また、不払い（サービス）残業について
労使で確認する場をつくり、発生している場合は、撲滅に向
けた対策を会社に求める。 
ｂ．36協定の適正運用（すべての組合の取り組み） 
苑 限度時間については、ＵＡゼンセン労働政策で定める上
限時間の範囲内で業務の繁閑や時間外・休日労働の実績を踏
まえ、可能な限り少ない時間数で協定化する。 
②連続労働の規制 
ａ．勤務間インターバル規制 
24時間につき最低でも連続11時間以上の休息時間を設ける
（24時間あたりの拘束時間は13時間が上限）。休息時間が翌
勤務開始後にまでおよんだ場合、その時間は勤務したものと
みなす。なお、産業や業務の特性からインターバル規制が難
しい場合は、できるだけ直近に代償休息を取得する等、代替
措置を設ける。 
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ⅣⅣ・・ササププラライイチチェェーーンン全全

体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価

値値のの適適正正配配分分ににつついいてて  

1. 中小受託取引適正化
法への対応・取り組み

など。 

2.その他 

 

原材料、エネルギー、労務費等のコスト上昇をサプライチェ
ーン全体で適正に分担するには適正な価格転嫁が必要である
が、いまだ十分には進んでいない。 

自ら働く企業が、サプライチェーンも含めて、人権を尊重
し、中核的労働基準をはじめとする法令を順守し、地域社会
と地球環境に責任を持って活動する組織となることをめざ
す。企業が社会的責任をより高いレベルで十分果たすよう、
労働組合として積極的に経営に関与していく。 

ⅤⅤ..ジジェェンンダダーー平平等等・・多多

様様性性のの推推進進 

1.男女間賃金格差是正 

2.ハラスメント対策 

3.育児・介護と仕事の両

立に向けた環境整備 

 

１．すべての組合で法の算出方法に基づく「男女間の賃金の
差異」と「女性管理職比率」の公表内容を確認する。「賃金
の差異」の分析には、厚生労働省の「男女間賃金差異分析ツ
ール」や「男女間の賃金格差解消のためのガイドライン」等
を活用する。賃金差や管理職比率に差がある場合には要因分
析を行ったうえで、性別を問わず希望に応じて能力発揮がで
きるよう、差異の縮小につながる一般事業主行動計画の取り
組みを行うよう求める。 
２．職場のジェンダー平等の推進 
ａ．結婚・妊娠・出産を契機とする解雇および不利益取り扱
いがないよう取り組み、労働協約に性による差別的取り扱い
の禁止条項を盛り込む。 
ｂ．雇用の全ステージ（募集・採用、配置、昇進・昇格、教
育訓練、職種・雇用形態の変更、定年・解雇・労働契約の更
新）について、性別、性的指向、性自認を理由として差別的
取り扱いをしないよう取り組む。 
ハラスメント対策の推進 
労働施策総合推進法および事業主が講ずべき措置等に関する
指針ならびに顧客等からの著し 
い迷惑行為への対応に関する指針等に基づき、取り組む。 
ａ．事業主方針の明確化およびその周知・啓発 
パワハラ・セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラ
スメントをおこなってはならない旨の方針、行為者に対して
厳正に対処する旨の方針、対処の内容を周知・啓発する。 
カスタマーハラスメントに対する基本方針・対策マニュアル
を策定し、従業員や顧客に周知する。また、従業員には定期
的に研修を行い、顧客向けにはホームページを通じて基本方 
針を発信し、理解と協力を求める。 
ｂ．相談体制の整備 
ハラスメントに関する相談を受け付けるための窓口を設置
し、適切に対応する体制を整え 
３．妊娠、出産、育児、介護などライフステージの変化への
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対応はもとより、健康課題への対応、 
災害対策、ひとり親支援など、困難な環境下でも希望に応じ
て生活と仕事が両立できる環境整備 
を総合的に進める。 
育児・介護との両立支援の充実に向けて「職場における男女
平等と両立支援の指針」（2025年 
度第４回中央執行委員会で改正予定）に基づき労働協約の改
定に取り組む。 

ⅥⅥ..22002255～～22002266年年度度のの業業

績績見見通通しし、、雇雇用用情情勢勢等等  

  

組合員の生活は、消費者物価（総合）は足元では前年比
３％弱で推移しており、2025年度平均（生鮮食品を除く総
合）では、日本銀行、民間調査37機関平均ともおよそ2.7％と
見込んでいる。名目賃金は２％程度の上昇が続いているが、
物価の上昇が上回る状況が続き、一部の月を除き３年以上実
質賃金のマイナスが続いている。一方で、2025年度の地域別
最低賃金は前年度より66円、6.3％上昇し1,121円となり、
2025賃金闘争時に最低賃金額を確認している加盟組合のう
ち、短時間組合員に関して８割、正社員組合員に関して３割
が改定後の地域別最低賃金を下回る事態となっている。実質
賃金が３年以上低下を続けているため、暮らし向きにゆとり
がなくなってきている。 
企業業績について、上場企業の2026年３月期純利益合計は
当初減益が見込まれたが、４～９月期の集計では５年連続の
増益となった。通期でも上方修正する企業が増えている。企
業全体としては、利益剰余金（内部留保）が600兆円を超え、
さらに増え続けており、企業体力は全体として十分あると言
える。 

 

ⅦⅦ..統統一一要要求求日日  ２月 20日（金） 

ⅧⅧ..そそのの他他  ＜短時間（パートタイム）組合員＞ 
制度昇給分に加え、時間額を65円、５％基準で引き上げる。
制度昇給分が明確でない場合は、 
制度昇給分を含めて時間額を85円、７％基準で引き上げる。 
経験年数５年程度で時間額が1,450円程度となるよう昇給昇格
制度の整備と人材育成を行う。 
「同一労働同一賃金」の観点から雇用形態間格差是正が必要
な場合は、正社員（フルタイム） 
組合員以上の要求を行う。特に、正社員（フルタイム）組合
員と職務が同じ短時間（パートタイ 
ム）組合員に対しては、正社員の賃上げ額（時間換算）を下
回らない水準とする。地域最賃の 110％の要求を目指す。 
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＜初任賃金＞ 
2026年度採用者の初任賃金については以下の基準で要求す
る。基準を上回る場合は、平均賃金 
の賃金引き上げと均衡ある引き上げを行う。 
＜高卒＞213,000円基準とし、都道府県別に定める企業内最低
賃金要求基準以上とする 
＜大卒＞250,000円基準とする 
※ 初任賃金引き上げに伴う原資は賃上げ要求原資とは別に設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 担担  当当  佐佐  藤藤：：yyoosshhiikkaazzuu..ssaattoo@@yyaammaaggaattaa..jjttuucc--rreennggoo..jjpp  

〇 報報  告告  期期  日日：：１１月月１１４４日日（（水水））ままででメメーールルににてて報報告告ををおお願願いいいいたたししまますす。。  
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②電機連合山形地域協議会
２２００２２６６春春季季生生活活闘闘争争各各産産別別方方針針  

構成組織名      電機連合山形地域協議会 

報告者氏名・役職 氏名：柿崎隆英 役職名：議長 

ⅠⅠ..産産別別基基本本方方針針概概要要  

地方組織方針・特徴点

等 

 

電機連合はこれまで継続した賃金水準引き上げに取り組み、2023 年闘争以降は積

極的な「人への投資」を要求に掲げ、多くの加盟組合で大幅な賃金水準引き上げ

を実現することができました。しかしながら、日本の実質賃金は、物価上昇が続

く影響で前年同月比マイナス傾向が続き、改善されるまでには至っていません。

また、電機連合の生活実態調査では、月例賃金の増減は、「増えた」が 73.1％とな

り、昨年と比べ５ポイント増加していますが、賃上げ額の評価をみると、「生活水

準維持に不十分」が昨年同様に約３割、赤字世帯は依然として２割超と高い状況

となっています。このことから、これまで継続して賃金水準引き上げを実現して

きた電機連合加盟組合員においても、生活が向上したと実感する状況には至って

いないことが伺えます。電機産業が日本のリーディング産業として、日本の成長

をけん引するためにも、これまで継続して取り組んできた賃金水準の引き上げを

基軸とした「人への投資」を一層強化し、従業員のモチベーションを維持・向上

させることが重要です。 

電機連合は今次闘争の意義を、「積極的な『人への投資』を持続し、継続的に実質

賃金を向上させ、経済の好循環を確かなものとする」と位置づけ、闘争を推進し

ます。 

 

ⅡⅡ..「「底底上上げげ」」「「底底支支ええ」」

「「格格差差是是正正」」要要求求内内容容  

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

②賃金改善分 

2.一時金（金額・月数） 

3.企業内最賃協定 

①金額・引き上げ額など 

統統一一要要求求基基準準（（賃賃上上げげ））  

要求方式は、｢職種基準による個別賃金要求方式｣を基本とし、「開発・設計職基幹

労働者賃金」を統一要求基準、「製品組立職基幹労働者賃金」を統一目標基準とす

る統一対応型とします。 

昇進・昇格昇給額は、定期昇給、ベースアップとは切り離し、賃金体系を維持す

る要素の一つに位置づけます。各組合は、定期昇給（相当）分とともに賃金体系

維持分として確保することとします。 

① 賃金要求について 

賃金体系の維持（現行個別賃金水準の確保）を図ったうえで、賃金水準の改善を

行うこととします。具体的には現行個別賃金水準の改善〔登録した現行水準（要

求ベース）の水準改善〕を行うこととします。 

② 水準改善額（引上額） 18,000 円以上とします。 

 

産産業業別別最最低低賃賃金金（（1188 歳歳見見合合いい））      

パートタイム労働者、有期契約労働者などの直接雇用の労働者を含めた企業内

のミニマム基準の底上げをめざすとともに、電機産業の入り口賃金として高卒

初任給に準拠させていく取り組みを、加盟組合全体で進めていきます。 

また、産業別最低賃金（18 歳見合い）を企業内最低賃金として協定すること

により特定最低賃金の取り組みに連動させ、未組織労働者を含む電機労働者全

体の賃金の底上げと公正処遇確立に向けても継続的に取り組むこととします。 

①  18 歳見合いの水準として 213,000 円以上に改善します。 

なお、18歳以上のすべての労働者（60歳以降の定年延長・雇用延長者を含
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む）に適用することを原則とします。 

 

一一時時金金  

「夏冬型年間協定方式」を基本とし、「賃金所得の一部としての安定的確保要

素」と「企業業績における成果の配分要素」を総合的に勘案して、平均で年間

５ヵ月分を中心とすることとします。 

なお、「安定的確保要素」のうち生計費の固定的支出分（生活保障要素）に該

当する部分を「産別ミニマム基準」とし、年間４ヵ月分を確保することとしま

す。 

ⅢⅢ..「「すすべべててのの労労働働者者のの  

立立場場にに立立っったた働働きき方方」」

のの改改善善ににつついいてて  

1.労働基準法改正に伴う

取り組みなど。 

2.長時間労働の是正対応

など 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や技術革新の進展が労働需要の変化をもた

らすなど、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。 

2026年闘争は、人口構造の変化や労働力不足への対応で、限られた人材が心身と

もに健康で安全に、いきいきとやりがいを持って働き続けることができる環境

が、一層重要になっていることから、実現に向けて労働時間を量・質それぞれの

側面で確保するための取り組みを推進することとします。 

2024年度の年間総実労働時間は、電機連合直加盟組合（一括加盟構成組合を含

む）の平均で 1953.4時間となり、総実労働時間は直近のピークであった 2016 年

度以降、減少傾向にあるものの、日本の平均総実労働時間と比べて 22.6時間多い

状況にあることに加え、電機連合が目標とする 1,800 時間程度との乖離は依然と

して大きい状況です。 

 

①  ３６協定特別条項限度時間の引き下げ 

特別条項の限度時間における１ヵ月 80時間以下の締結徹底と、到達している組合

はさらなる引き下げに向けて取り組むこととします。また、１年の限度時間は、

政策目標基準 640時間以下の締結へ向けて、2024年闘争からの取り組みであるこ

ともふまえながら、計画的かつ、実効的な方策の検討を行うこととします。 

② 勤務間における休息時間の確保 

１）健康および福祉などに必要な休息時間を確保するため、すべての組合員を対

象とした勤務間インターバル制度や深夜労働時間規制の導入に取り組み、必要な

休息時間の確保に取り組むこととします。 

２）休息時間は、連続 11時間をめざすものとします。なお、11時間よりも短い時

間を定める場合も、通勤や食事、身支度等に必要な時間を加味したうえで、６時

間の睡眠時間を確保できる連続した休息時間を確保することとします。 

① 所定労働時間の適正化 

１）１日の所定労働時間７時間 45分以下の徹底と、さらなる引き下げについ

て検討を行うこととします。 

２）所定労働時間が８時間の組合は、15分以上の短縮またはそれに相当する

年間休日増に取り組むこととします。 

② 年休取得の促進 

年間の年休取得目標の設定や一斉年休・長期休暇の設定に加え、長期休暇の取

得が可能な体制づくりを行うなど、年休取得の促進に効果的な施策の導入・実

施に取り組むこととします。 
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ⅣⅣ・・ササププラライイチチェェーーンン全全

体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価

値値のの適適正正配配分分ににつついいてて  

1. 中小受託取引適正化

法への対応・取り組み

など。 

2.その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

電機連合は、政府が 2016年９月に公表した「未来志向型の商取引慣行に向けて」

をふまえ、2017 年から「付加価値の適正循環」の取り組みを本格的に推進してい

ます。 

近年では、2023 年 11月に内閣府および公正取引委員会より発信された「労務費の

適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の公表を受け、労務費の適切な価格

転嫁により賃金水準の引き上げに資する環境整備を行うこと、加盟組合企業のサ

プライチェーン全体や日本経済全体の継続的発展に向けた取り組みを推進するこ

とを目的に、価格転嫁にフォーカスした活動を実施してきました。 

2026年闘争では電機連合の総力を活かし「付加価値の適正循環の取り組み」とし

て、中堅・中小労組も含めた加盟組合全体への大幅な水準の賃上げの波及に向け

て、引き続き以下の活動を進めていきます。 

①加盟組合と連携した「適正な価格転嫁の取り組み」の推進 

各組合において、内閣官房および公正取引委員会による「労務費の適切な転嫁の

ための価格交渉に関する指針」（2023 年 11月）を活用し、理解を深めるととも

に、労使協議などにて発注者および受注者として採るべき行動、求められる行動

についての理解が各加盟組合企業のサプライチェーン全体に波及するよう、会社

への働きかけに努めることとします。 

また、「付加価値の適正循環（価格転嫁）の状況に関する調査」の結果をふまえ、

課題解決に取り組むとともに、個別企業労使の取り組み領域を超える課題につい

ては、産別労使交渉や政党・省庁、工業会との協議を通じて、解決を働きかけま

す。 

②「パートナーシップ構築宣言」の周知徹底 

電機連合は「パートナーシップ構築宣言」について、産別労使交渉であらためて

その意義を徹底します。加盟組合は自社の宣言を働きかけるとともに、国内外で

の取引実態の把握や、自社が適切な付加価値の確保に努めているかどうかを確認

します。課題が確認された場合は、電機連合は、産別労使交渉や政党・省庁、工

業会との協議を通じて、解決を働きかけます。 

③中小受託取引適正化法（取適法）の周知徹底 

電機連合は 2026 年１月１日から「中小受託取引適正化法（取適法）について、法

改正内容について各種広報物や政策研究会などを通じて周知していきます。ま

た、「付加価値の適正循環（価格転嫁）の状況に関する調査」において、法対応に

あたり課題の有無を把握します。加盟組合は、自社が趣旨を理解し法対応の状況

を確認します。課題が確認された場合、電機連合は産別労使交渉や政党・省庁、

工業会との協議を通じて、解決を働きかけます。 

ⅤⅤ..ジジェェンンダダーー平平等等・・多多

様様性性のの推推進進 

1.男女間賃金格差是正 

2.ハラスメント対策 

3.育児・介護と仕事の両

立に向けた環境整備 

 

女性活躍推進法の改正により、2026年４月１日から従業員数 101人以上の企

業は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表が義務づけら

れます。 

電機連合が行う各種調査結果では、男女間における賃金差異がみられるととも

に、労働時間および育児休業制度などの利用状況について、性別による偏りが

みられることから、「女性活躍推進法の改正に対する電機連合の考え方と取り

組み」（2025年 12月）に基づく取り組みを行うこととします。 

※ 女性活躍推進法の改正に対する電機連合の考え方と取り組み（2025年 12
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月） 

（１）基本的な考え方 

まずは労使で法改正の内容を理解するとともに、組織の現状・実態を把握する

こととします。さらに実効性ある取り組みにつなげるためにも職場の状況把

握・課題分析の段階から労働組合が積極的に関与する体制をつくることが重要

です。また、行動計画の定期的な進捗確認を行い、必要があれば見直しの検討

などが必要です。 

1.企業規模にかかわらず男女の賃金の差異、女性管理職比率を把握すること。 

2.男女間における職場の実態・課題の把握や分析を行い、差異の根本的な要因

の解消に向けて計画的な取り組みを行うこと。 

3.行動計画について、策定が努力義務となっている 100人以下の企業も含め、

すべての企業で策定すること。 

4.職場の実態・課題の把握や分析を定期的に行い、状況に応じて把握項目や行

動計画の見直しを行うこと。 

5.効果的な取り組みのためには組織全体の理解のもと進めることが重要である

ことから組合員・従業員に対して取り組み方針の周知やトップリーダー（経営

層など組織方針に影響を及ぼす方等）によるメッセージの発信を行うこと。 

6.女性活躍にも資する働き方改革の取り組みを一層推進すること。 

7.優良企業認定（えるぼし認定）を取得するよう積極的に取り組むこと。 

育児・介護関連 

出産・育児、家族の介護や看護により離職することなく、就業を継続することが

できるための環境整備はもちろんのこと、就業を継続した場合にも望むキャリア

を実現できる環境整備が求められます。また、障がい児や医療的ケア児は、子の

年齢で発達段階を区切ることができないことが多く、多様な事情に応じた個別の

対応が求められることから、「改正育児・介護休業法、次世代法に対する電機連合

の考え方と取り組み」（2024 年）に基づき、働き方の選択肢を拡充するなど制度の

さらなる整備に取り組む必要があります。 

2025年については、国の要介護・要支援認定者数が増加傾向にあるのに加え、団

塊の世代全員が後期高齢者となり約 54万人増加することで、全人口の約 18％とな

りました。加えて、仕事をしながら家族等の介護に従事する者（ビジネスケアラ

ー）は 300万人を超えると推計され、仕事と介護の両立支援の重要性はさらに高

まることから、さまざまな事情をもつ労働者が仕事との両立を図り、いきいきと

やりがいをもって働ける職場環境に向けた整備を行うこととします。 

 

 

ⅥⅥ..22002255～～22002266年年度度のの業業

績績見見通通しし、、雇雇用用情情勢勢等等  

  

中闘組合企業 11社の 2025 年度通期業績見通しは、売上高合計は全体で減少と

なりますが、多くの企業で増益を見込んでいます。特に営業利益は前年度比

6.4％増となり、営業利益率は 2024年度の 7.8％から 2025年度は 8.4％に改善

する見通しです。また、多くの企業で上方修正を実施しており、財務の安全性

を示す経営指標である自己資本比率とＤＥレシオも引き続き安定しています。

加盟組合企業全体の業績見通しは、売上高 0.9％減、営業利益 8.1％増の見通

しです。 
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電機産業全体の労働時間あたりの付加価値（国内総生産）は、中期的に伸びて

いますが、時間あたりの雇用者報酬額は横ばいとなっており、付加価値に見合

った報酬額へと引き上げる必要があります。 

※中闘組合 

パナソニックグループ労連、日立グループ連合、三菱電機労連、 

全富士通労連、東芝グループ連合、ＮＥＣグループ連合、 

村田製作所グループ労連、シャープグループ労連、富士電機グループ連合、 

ＯＫＩグループ連合、安川グループユニオン、明電舎 

ⅦⅦ..統統一一要要求求日日  ・要求提出は２月 19日（木） 

・集中回答日の設定については連合・金属労協（ＪＣＭ）において調整するこ

とになっています。本案は、集中回答日が３月 18 日に設定された場合の日程

です。 

※実質的な交渉開始を２月第４週とし、２月 24日～27日を第一次交渉ゾー

ン、３月２日～６日を第二次交渉ゾーン、３月９日～13日を第三次交渉ゾー

ンとして設定し、回答指定日に向けた追い込みを図ります｡ 

ⅧⅧ..そそのの他他   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 担担  当当  佐佐  藤藤：：yyoosshhiikkaazzuu..ssaattoo@@yyaammaaggaattaa..jjttuucc--rreennggoo..jjpp  

〇 報報  告告  期期  日日：：１１月月１１４４日日（（水水））ままででメメーールルににてて報報告告ををおお願願いいいいたたししまますす。。  
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③JAM南東北山形県連絡会
２２００２２６６春春季季生生活活闘闘争争各各産産別別方方針針  

構成組織名      ＪＡＭ南東北 山形県連絡会 

報告者氏名・役職 氏名：長瀬 義明 役職名：事務局長 

ⅠⅠ..産産別別基基本本方方針針概概要要  

地方組織方針・特徴点

等 

 

2026 年春季生活闘争では、すべての組合員が生活向上

を実感でき、「格差拡大に歯止めをかける」賃上げに粘

り強く取り組む。誰一人取り残すことのないよう実態を分

析し、交渉状況の共有を進め共闘体制を強化する。 

ＪＡＭは、「組合員との対話」「あるべき賃金水準」

「価値を認めあう社会への実現」にこだわり、実質賃金

を向上し、分配構造を転換させ、人材不足に直面するも

のづくりの持続可能性を確実なものとする。 

ⅡⅡ..「「底底上上げげ」」「「底底支支ええ」」

「「格格差差是是正正」」要要求求内内容容  

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

②賃金改善分 

2.一時金（金額・月数） 

3.企業内最賃協定 

①金額・引き上げ額など 

１．賃金引き上げ 

 賃金構造維持分：4,500 円（ＪＡＭ平均） 

 賃金改善分  ：17,000 円 

平均賃上げ要求に取り組まざるを得ない単組の要求基

準はＪＡＭの賃金構造維持分 4,500 円に 17,000 円以上

を加え「人への投資」として 21,500 円以上。 

２．一時金要求 

年間５ヶ月基準または半期２.５ヶ月基準 

最低到達基準年間４ヶ月、半期２ヶ月基準 

３．企業内最低賃金協定 

特定最低賃金（産業別）との関係を重視し、企業内最低

賃金協定基準を次の通りとする。 

（1）企業内最低賃金について協定化に取り組む。 

①18 歳以上企業内最低賃金協定を締結していない単組

では、18歳以上企業内最低賃金協定の締結。 

②年齢別最低賃金協定を締結していない単組では、標

準労働者（一人前労働者）の賃金カーブを基にした年齢別

最低賃金協定の締結。 

③有期・短時間・契約等労働者も対象とする全従業員最

低賃金協定の締結。 

(2）法定最低賃金引き上げの動向を踏まえ、法定最低賃

金と企業内最賃の差が 100 円に満たない場合は、直ちに

引き上げを要求する。 

ⅢⅢ..「「すすべべててのの労労働働者者のの  

立立場場にに立立っったた働働きき方方」」

のの改改善善ににつついいてて  

1.労働基準法改正に伴う

取り組みなど。 

2.長時間労働の是正対応

１．あるべき「働き方」と「暮らし方」をめざした良質な

労働条件と職場環境整備の取り組み 

（1）ＪＡＭ労働時間指針に沿った労働時間に関する取り

組み 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、あるべき「働

き方」と「暮らし方」をめざし、労働時間管理の徹底、所
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など 定労働時間の短縮、インターバル規制の導入など、「労働

時間に関する指針」に沿って、総実労働時間の短縮の取り

組みを行う。 

①総実労働時間に関しては、1800 時間台を目標とし、

当面は 1900 時間台をめざす。 

②所定労働時間に関しては、到達目標基準 1800時間台

をめざす。休日日数など業種や商慣習による偏りがある

ことに留意し、サプライチェーンやグループ全体の取り

組みを強化する。 

③長時間労働の是正に向け、労働時間管理の徹底を図

り、ＪＡＭの基準を踏まえた上で、36 協定の内容につい

て再点検を行う。特別条項を付する場合は、当該の職場と

労働者の実態を把握した上で、業務改善や要員配置の変

更など職場改善を含む取り組みを進める。 

④法定労働時間(労基法 32条)は、１週 40時間・１日

８時間労働であり、36協定（労基法 36条）は免罰的効

力を発生させる手続きであることを労使で再確認した上

で、時間当たり賃金や仕事量・適正人員の点検を行う。 

ⅣⅣ・・ササププラライイチチェェーーンン全全

体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価

値値のの適適正正配配分分ににつついいてて  

1. 中小受託取引適正化

法への対応・取り組み

など。 

2.その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＭが取り組む産業政策として、「労働」と「製品」

の価値が適正に評価されることをめざし、すべての単組

が適切な価格転嫁・適正な取引の実現による賃上げとそ

の原資の確保を図る。 

【ＪＡＭ本部の取り組み】 

(1) 取適法（令和８年１月１日施行）の周知徹底をはかる

とともに、政府の適正な取引実現に向けた取り組みの浸

透と推進を図り、経営者に対する価格転嫁に向けた要請

書を配布する。 

(2)単組による適正な価格交渉に向けた要請・協議状況、

企業の取引実態に関する調査について単組に展開し、実

態把握と課題の明確化を行なう。 

 ①春闘時における単組の価格交渉への関与状況に関す

る調査 

 ②価格交渉や価格転嫁の実態と業績・賃上げとの関連

性に関する調査 

【地方ＪＡＭの取り組み】 

(1)経営者に対する価格転嫁に向けた要請書提出・労使協

議に向けて単組を支援する。 

(2)単組における適正な価格交渉に向けた好事例・課題に

ついて実態把握を行なう。 

(3)取引環境改善に向けた取適法（令和８年１月１日施
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行）の概要、「パートナーシップ構築宣言」の登録促進に

向けたセミナーの開催（基礎知識研修）を図る。 

【単組の取り組み】 

(1)すべての単組が企業に対して価格転嫁に向けた要請

書の手交と説明・協議を行なう。 

(2)ＪＡＭ「対応マニュアル」や連合「取引適正化・価格

転嫁に関するチェックリスト」を活用して、企業の取引環

境を点検し、労使で共有する。 

(3)価格転嫁に向けた価格交渉状況を労使協議などで確

認し、実態把握・課題を明確化する。 

(4) 取適法（令和８年１月１日施行）の周知徹底、政府に

よる諸施策について理解・遵守するよう要請する。特に

「パートナーシップ構築宣言」の登録については、自社だ

けでなく、サプライチェーン全体のパートナーシップ構

築に向けて取引関係企業の双方に登録するよう会社に要

請・協議する。 

ⅤⅤ..ジジェェンンダダーー平平等等・・多多

様様性性のの推推進進 

1.男女間賃金格差是正 

2.ハラスメント対策 

3.育児・介護と仕事の両

立に向けた環境整備 

 

男女間賃金格差 

女性活躍推進法の「男女の賃金差異」の情報公開義務

対象が 2026 年４月より 101 人以上の企業に拡大される

こと、アンコンシャスバイアスを払拭し、時代の変化に

即した対応が望まれることを踏まえ、実態把握と格差の

要因分析など｢男女間賃金格差検討委員会報告書｣及び

「男女間賃金格差レポート」に基づく取り組みを継続的

に進めていく。具体的な対応については、女性だけの問

題と捉えることなく男女お互いの認識のもとに協議し、

女性参加による意見反映を重視し、積極的に労働組合が

関与して労使の議論を進める。 

ⅥⅥ..22002255～～22002266 年年度度のの業業

績績見見通通しし、、雇雇用用情情勢勢等等  

  

全体として回復基調であるが、企業物価は高止まりし

ており、多くの中小企業では、エネルギー、原材料価

格、労務費の上昇を吸収できず収益を圧迫している。日

本の製造業は、中小企業・サプライヤーが良質の部品を

納めることで成り立っている。その中小企業・サプライ

ヤーが事業存続の危機にあり、ひいては当該産業存続の

危機に直結する。中期的な事業継続や産業の維持発展に

必要な人材確保には、労働条件の「底上げ」「格差是

正」は不可欠である。持続可能なものづくりのために

は、取引環境を改善し、賃上げ分を含めた価格転嫁を実

現する必要がある。 

ⅦⅦ..統統一一要要求求日日  ２月２４日（火） 

ⅧⅧ..そそのの他他   
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④自動車総連
２２００２２６６春春季季生生活活闘闘争争各各産産別別方方針針  

構成組織名      自動車総連 

報告者氏名・役職 氏名：小檜山 康浩 役職名：山形地方協議会議長 

ⅠⅠ..産産別別基基本本方方針針概概要要  

地方組織方針・特徴点

等 

 

 生活不安の払拭と日本経済の持続的成長の実現に

は、過過去去 33年年間間でで積積みみ上上げげててききたた賃賃金金引引きき上上げげとと

物物価価上上昇昇ののササイイククルルをを今今後後もも持持続続可可能能ななももののへへとと

前前進進ささせせ、、全全年年代代でで物物価価上上昇昇をを上上回回るる実実質質賃賃金金のの

引引きき上上げげをを目目指指すすここととがが極極めめてて重重要要ででああるる。。 

 賃金は「労働の対価」であり、働く者の生活の安

心・安定に繋がるものであると同時に、経済や社会

基盤を支えるもの。また、自動車産業が生み出した

付加価値に相応しい賃金であるもの 

ⅡⅡ..「「底底上上げげ」」「「底底支支ええ」」

「「格格差差是是正正」」要要求求内内容容  

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

②賃金改善分 

2.一時金（金額・月数） 

3.企業内最賃協定 

①金額・引き上げ額など 

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

 賃金カーブ維持分を含む絶対額を強く意識した賃金

引き上げの考え方を踏まえた上で、自社の魅力向上

に向け、自自らら目目指指すすべべきき賃賃金金水水準準やや賃賃金金課課題題のの解解

決決をを目目指指すす。。  

 すべての組合員の労働の価値および生活水準の低下

を防ぐことを前提とした主体的な要求構築を行う。 

②賃金改善分 

 中小組合においては、全年代での実質賃金の向上を

見据えた地域別最低賃金の上昇や物価上昇を上回る

賃金引き上げ、規模間格差の拡大防止に向けた底上

げ・底支えの観点なども総合的に勘案し、賃賃金金カカーー

ブブ維維持持分分をを確確保保ししたた上上でで、、賃賃金金改改善善分分 1122,,000000円円以以

上上のの実実現現ににここだだわわるる。。  

2.一時金（金額・月数） 

 年間一時金は、年間賃金の重要な一部として、水準

の引き上げに取り組む。 

 要求にあたっては、企業業績が過度に反映されない

長期安定の観点と、組合員の一年間の努力・頑張

り・成果に対する成果配分の観点を踏まえる。ま

た、賃金との同時決定と夏冬型・年間月数方式を堅

持する。 

 年年間間 55ヵヵ月月をを基基準準とする。基準を下回る場合は、最

低でも昨年獲得実績以上とする。（要求の基礎は、

賃金引き上げ後の基準内賃金とする。） 

 最低保障制度を確立することとし、水準については

40％以上とする。 
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3.企業内最賃協定 

 企業内最低賃金の取り組みは、全体の底上げ・底支

え、格差是正につながるものであり、自動車産業で

働くすべての労働者のセーフティネットの観点か

ら、継続して取り組むことが必要である。 

 地域別最低賃金が大幅に引き上がり続けている状況

において、各地域における特定最低賃金との優位性

の有無を念頭に、特に企業内最低賃金協定の新規締

結、および地域別最低賃金との優位性の確保にこだ

わることとする 

○取り組み基準 

①各組合の目指すべき企業内最低賃金に向けた締結額の

引き上げに積極的に取り組む。 

・1188 歳歳のの最最低低賃賃金金要要求求はは「「221144,,000000 円円以以上上」」ととすするる。。 

・・「「221144,,000000 円円以以上上」」のの要要求求がが困困難難なな場場合合はは、、1188 歳歳のの最最

低低賃賃金金要要求求をを「「220000,,000000 円円以以上上」」ととすするる。。  

・締結額の引き上げに向けては、高卒初任給に準拠した

水準での協定化を目指す。 

②締結対象の拡大に向けては、非正規雇用で働く仲間へ

の対象拡大を目指して取り組む。 

ⅢⅢ..「「すすべべててのの労労働働者者のの  

立立場場にに立立っったた働働きき方方」」

のの改改善善ににつついいてて  

1.労働基準法改正に伴う

取り組みなど。 

2.長時間労働の是正対応

など。 

1.労働基準法改正に伴う取り組みなど。 

 すべての職場で誰もが働きやすい職場環境の実現や

生産性向上などに資する労使協議・提言に取り組

み、働き方の改善に向け強力に推進する。 

2.長時間労働の是正対応など 

 自動車総連の総労働時間は減少傾向にあるが、依然

として高いことや、直近の 36 協定締結状況を踏ま

え、「SMILE12」のガイドラインを念頭に、総労働時

間短縮の取り組みを着実に進めるとともに、3366 協協定定

ににおおけけるる特特別別延延長長時時間間のの引引きき下下げげににここだだわわっってて取取りり

組組むむ。。  

 「SMILE12」の「共通ガイドライン」「部門別ガイド

ライン」に基づき、労働時間の削減や年休取得促進

など、ワワーークク・・ラライイフフ・・ババラランンススのの実実現現にに向向けけてて、、

総総労労働働時時間間のの短短縮縮にに取取りり組組むむ。。 

 36 協定の特別延長時間（年間・月間）については、

上限の引き下げにこだわりを持って取り組む。 

 

 

 

－45－



ⅣⅣ・・ササププラライイチチェェーーンン全全

体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価

値値のの適適正正配配分分ににつついいてて  

1. 中小受託取引適正化
法への対応・取り組み

など。 

2.その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 中小受託取引適正化法への対応・取り組みなど。 

基本方針 

 産産業業全全体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価値値はは中中小小企企業業もも含含めめてて

適適正正にに分分配配さされれるるべべききであり、賃金引き上げの原資

を捻出できる環境整備が不可欠であることから、グ

ッドサイクル運動を通じて、労労務務費費をを中中心心ととししたた価価

格格転転嫁嫁のの促促進進やや、、生生産産性性向向上上をを阻阻むむ商商習習慣慣ななどどのの課課

題題解解決決ににもも取取りり組組みみ、、産産業業全全体体のの底底上上げげ・・下下支支ええをを

図図るる。。  

基盤整備に向けた取り組み 

 価格転嫁の進展と賃金引上げ額に相関があることは

明白であり、中中小小をを含含むむ産産業業全全体体のの発発展展にに向向けけ、、労労

務務費費ののみみななららずず、、金金型型管管理理費費、、輸輸送送費費ななどどもも含含めめたた

適適正正なな価価格格転転嫁嫁のの実実現現とと賃賃金金のの引引きき上上げげはは確確実実にに進進

めめてていいくく必必要要ががああるる。。  

 働く者の持続的な賃金引上げや労働諸条件の改善、

自社の成長に繋がる人・設備・技 術開発などへの

投資が積極的に行えるための源泉確保に向け、適適正正

なな価価格格転転嫁嫁のの取取りり組組みみをを強強化化すするる。。  

具体的な取り組み 

 取引関係における受発注双方が抱える課題の解決に

向け、本音で困りごとを話し合える環境の整備や今

起きている取引課題の解決に向け、「グッドサイク

ル運動」の方針に基づき、総連・労連・各組合、そ

れぞれの立場で取り組みを推進する 

 

ⅤⅤ..ジジェェンンダダーー平平等等・・多多

様様性性のの推推進進 

1.男女間賃金格差是正 

2.ハラスメント対策 

3.育児・介護と仕事の両

立に向けた環境整備 

 

 

ⅥⅥ..22002255～～22002266 年年度度のの業業

績績見見通通しし、、雇雇用用情情勢勢等等  

  

自動車産業を取り巻く環境 

 米国の関税政策により、自動車・同部品に対する関

税率は当初の 27.5％から 15％に引き下げられたも

のの、見直し前の 2.5%からは 6倍の関税率であるこ

とから、経営に与える影響は深刻である。 
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 加えて、米国への輸出品生産の主要国である近隣の

カナダやメキシコなどにおいては、日本を上回る

25%の関税率が課せられ、海外生産品にも甚大な影

響が及んでいる。 

 米国に対する輸出の減少が懸念されることから、内

需拡大に向けた税制改正などの経済対策の必要性が

増している。 

 メメーーカカーー1111社社における 2025年度の通期見通しは、

増増収収増増益益 00社社、、増増収収減減益益 44社社、、減減収収増増益益 00社社、、減減収収

減減益益 55社社。。  

 部部品品企企業業 6644社社（自動車総連速報対象組合）におけ

る 2025年度の通期見通しは、増増収収増増益益 77社社、、増増収収

減減益益 22社社、、減減収収増増益益 1122社社、、減減収収減減益益 1133社社。 

 2026年 3 月期連結業績予想（通期見通し）も、全

社が営業利益ベースで減益ないし赤字を見込んでい

る。 

 下期に入り中国系半導体メーカーの供給停滞といっ

た新たな問題も生じており、先先行行ききはは依依然然ととししてて不不

透透明明なな状状況況 

ⅦⅦ..統統一一要要求求日日  2月 18日（水）までとする※主要組合 

ⅧⅧ..そそのの他他  年間休日増の取り組み 

基本的な考え方 

 誰もが働きやすい職場環境の実現と自動車産業が選

ばれる産業とするために、他他産産業業とと比比較較ししてて劣劣後後しし

てていいるる年年間間休休日日数数ににつついいてて、、他他産産業業とと同同等等以以上上にに引引

きき上上げげるるべべくく、、自自動動車車総総連連全全体体でで統統一一ししてて取取りり組組

むむ。。  

 他産業の労働条件との優位性確保、および職場のニ

ーズを踏まえ、休日増実現時は祝日への割り振りを

優先的に検討する。 

取り組み基準 

 年間休日 5日増を以下の基準の通り求めていくこと

で、産業の魅力向上の足掛かりとし、人材の定着・

確保に繋げていく。 

 現現在在休休日日数数 112211日日のの組組合合はは 22002277年年ままででにに 55日日増増のの

112266日日をを目目指指すすここととととすするる。 

 休休日日数数 112211日日未未満満のの組組合合はは現現状状のの休休日日数数かからら 55日日増増

をを目目指指すすここととととすするる。。なお、5日増を達成した組合

については、休日数の格差是正のために引き続き休

日数 126日を目指して取り組む。 
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⑤交通労連山形県支部
２２００２２６６春春季季生生活活闘闘争争各各産産別別方方針針  

構成組織名 交通労連山形県支部 

報告者氏名・役職 氏名：吉田 文隆 役職名：事務局長 

ⅠⅠ..産産別別基基本本方方針針概概要要  

地方組織方針・特徴点

等 

 

Ⅰ．昨年を上回る賃上げによって、実質的な年収を確保

した上で生活向上を目指す。 

①持続的な「人への投資」 

②労務費を含むコストの価格転嫁、適正運賃・料金の

収受、公正取引の徹底 

③産業間の格差是正 

Ⅱ．取適法（中小受託取引適正化法）の意義を踏まえた

取り組みの推進。 

ⅡⅡ..「「底底上上げげ」」「「底底支支ええ」」

「「格格差差是是正正」」要要求求内内容容  

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

②賃金改善分 

2.一時金（金額・月数） 

3.企業内最賃協定 

①金額・引き上げ額など 

【賃金】 

 ①定昇もしくは定昇相当分の確立・確認 

 ②社会規範となりつつある「人への投資」「価格転

嫁」「公正取引」の流れを確かなものとし、生活向

上・格差是正を目指す 

 ③月例の個別賃金水準を重視し、賃金水準や賃金引上

げ額の社会的横断化を目指す 

【臨時給】 

 ①基本は、年間での要求で賃金と同時要求・同時妥結 

 ②臨時給も生活給の一部であり賃金の後払いとしての

性格を含むものであることを踏まえた取り組み 

 

〇トラック部会 

・賃 金：定昇相当分 1.5％（3,873円） 

＋格差是正・物価上昇分 5.5％以上(14,203円) 

＝7.0％以上（合計平均 18,000円） 

・一時金：一人平均 110万円中心 

〇軌道・バス部会 

・賃 金：定昇相当分 4.5％＋α2.0％ 

  （α＝物価上昇分、地域最賃、人への投資を考慮） 

  ＝4.5％（10,700円）＋2.0％（4,700円） 

＝6.9％（15,400円） 

 ・一時金：年間 5.0カ月（最低でも 3.50ヶ月） 

〇ハイヤー・タクシー部会 

 月例給に重きを置き 6.00％程度の賃上げをめざす 

・賃 金：定昇相当分 年収の 0.29％ 

＋生活向上,物価上昇,格差是正分として年収の 3.76％ 

・一時金：制度有 前年年間実績＋年収の 1.98％ 

     制度無 賃金と合わせて 6.00％ 
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〇自校・一般部会 

・賃 金：定昇相当分 4,500円 

＋ベースアップ分（過年度物価上昇分＋格差是正１％

程度）14,000円＝18,500円 

・一時金：年間 6.0カ月 

ⅢⅢ..「「すすべべててのの労労働働者者のの  

立立場場にに立立っったた働働きき方方」」

のの改改善善ににつついいてて  

1.労働基準法改正に伴う

取り組みなど。 

2.長時間労働の是正対応

など。 

Ⅰ．労働時間短縮の取り組み 

 ①勤務シフトや業務分担の見直し、適正な人員配置に

よる安全対策の強化と生産性の向上、企業業績の拡

大に労使一丸となって取り組む 

 ②「総労働時間が減っても年間総賃金が減らない」賃

金体系の構築 

 ③休息期間の協定化や休日増 

Ⅱ．労働諸条件の要求 

 ①健康起因事故の防止 

 ②60歳以上の労災防止＝全年齢層の安全対策／熱中症

対策の強化 

 ③治療と職業生活の両立支援 

 ④65歳（選択）定年制度の実現と一貫した賃金体系・

制度も確立 

 ⑤通勤手当の見直し 

Ⅲ．深刻な人手不足の背景には、長時間労働に対する求

職者の敬遠があり、このことが長時間労働の常態化・深

刻化を招く悪循環となっている。産業の特性として総労

働時間の一律的な短縮は困難であり、労働時間短縮と年

収確保の両立が難しい業界である。加えて、人手不足に

よる止むを得ない連続勤務なども見受けられるが、「年

間総労働時間2,000 時間」の目標を掲げつつ、勤務シフ

トや業務分担の見直し、適正な人員配置による安全対策

の強化と生産性の向上、企業業績の拡大に労使一丸とな

って取り組まなければならない。 

ⅣⅣ・・ササププラライイチチェェーーンン全全

体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価

値値のの適適正正配配分分ににつついいてて  

1. 中小受託取引適正化
法への対応・取り組み

など。 

2.その他 

 

 

 

2026春季生活闘争をとりまく環境も先行き不透明だ

が、食料、燃油、光熱費などの生活必需品の高騰や税・

社会保険料の引き上げ（さらに2026年４月分給与から子

ども・子育て支援金の徴収開始）により賃金、臨時給が

目減りしてきたなか、雇用確保を基本に安心・安定した

職場、生活の確保を求める組合員の期待は高い。 

2025年度の生鮮食品を除く消費者物価は引き続きプラス

2.7％程度（2024年度実績＋2.7％）と見込まれる一方、

女性や高齢者による労働参加の増加ペースが鈍化して労

働需給の引き締まりが進み、賃金の上昇圧力は強まって
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いくとみられる。こうしたことから、コスト上昇に見合

う適正運賃・料金の収受によって、持続的な「人への投

資」、賃金の底上げによる経済の好循環の実現と、産業

間の格差是正が求められている。改正下請法（略称＝中

小受託取引適正化法／取適法）の施行日を2026春季生活

闘争に間に合うよう2026年１月に前倒す国会修正が行 

われたことなどの社会情勢を踏まえ、中小だからと諦め

ることなく、「人への投資」「価格転嫁」「公正取引」

を徹底するよう訴えていく。 

 

ⅤⅤ..ジジェェンンダダーー平平等等・・多多

様様性性のの推推進進 

1.男女間賃金格差是正 

2.ハラスメント対策 

3.育児・介護と仕事の両

立に向けた環境整備 

 

・カスタマーハラスメント対策 

・改正育児・介護休業法への対応 

 

ⅥⅥ..22002255～～22002266年年度度のの業業

績績見見通通しし、、雇雇用用情情勢勢等等  

  

交通運輸産業は、経済・社会活動を支えるインフラと

しての社会的使命を担う一方で、行き過ぎた規制緩和に

よる過当な企業間競争が産業の疲弊、労働諸条件の低下

を招き人手不足に拍車をかける悪循環となっている。コ

ロナ禍の影響を大きく受けた旅客輸送をはじめとして、

人手不足が常態化して供給不足に陥っているが、労務費

の運賃・料金への転嫁は進んでいない。公正競争確保の

ための競争ルールの整備が重要であることは言うまでも

なく、交通運輸産業で働く仲間の労働条件の維持・向上

に不可欠である『産業別最低賃金制度』の新設に向けた

取り組みを展開しているが、労使合意の難しさや都道府

県単位が前提の制度と事業実態の乖離なども指摘されて

おり、新設の障壁となっている。連合・交運労協との 

連携をはかりながら、特定（産業別）最低賃金制度の新

設に向けて制度上の課題について検討していくが、まず

はその前提となる「業種別職種別企業内最低賃金 

の制度確立」に向けて取り組む。 

ⅦⅦ..統統一一要要求求日日  原則として 2月末まで（遅くとも 3月末） 

ⅧⅧ..そそのの他他   

○ 担担  当当  佐佐  藤藤：：yyoosshhiikkaazzuu..ssaattoo@@yyaammaaggaattaa..jjttuucc--rreennggoo..jjpp  

〇 報報  告告  期期  日日：：１１月月１１６６日日（（金金））ままででメメーールルににてて報報告告ををおお願願いいいいたたししまますす。。  
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⑥自治労山形県本部
２２００２２６６春春季季生生活活闘闘争争各各産産別別方方針針  

構成組織名      自治労 

報告者氏名・役職 氏名：佐藤茂雄 役職名：執行委員長代行 

ⅠⅠ..産産別別基基本本方方針針概概要要  

地方組織方針・特徴点

等 

連合春闘に連帯・結集しつつ、以下の課題を重点に取り

組んでいく。 

【中央本部方針】 

① 職場実態を踏まえ、すべての単組が人員要求 

② 「賃金の運用改善」「働き続けられる職場の実現」

の１単組１要求 

③ ジェンダー平等の観点から、男女間賃金の格差の解

消に向け職場点検を通じて要求・交渉 

④ 公共サービスに携わる民間労働者の賃上げ原資の確

保、物価高による行政運営にかかる経費の増大への対応

として、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関す

る指針」を踏まえた適切な対応を推進 

 

【加えて地方組織方針】 

①賃金引上げ・維持改善として、組合員生活実態調査ア

ンケートをもとに具体的要求額を算出し要求とともに、

賃金カーブや職種・性別等の格差是正の取り組み 

②職場の人員配置と退職発生の実態を踏まえ、2026年 4

月採用の状況確認とともに 2027年採用に向けた人員確

保について要求・交渉の実施 

③窓口開閉時間など労働時間短縮、休暇制度等の権利拡

充の取り組み 

④あらゆるハラスメント防止措置やカスタマーハラスメ

ント対策の要求 

⑤非正規雇用の処遇改善 

ⅡⅡ..「「底底上上げげ」」「「底底支支ええ」」

「「格格差差是是正正」」要要求求内内容容  

1.賃上げ（金額・％） 

①定期昇給分 

②賃金改善分 

2.一時金（金額・月数） 

3.企業内最賃協定 

①金額・引き上げ額など 

具体の地域要求額（各単組からの集計）は集計中。 

 

なお、中央本部要求水準は次のとおり。 

2006給与構造改革により引き下げられた 4.8％と、2015

給与制度の総合的見直しにより引き下げられた 2.0％を

加えた 6.8％に、2025年度賃金実態調査における実在者

中央値に乗じて算出したもの。 

35歳 311,600円（国公行(一)３－33水準) 

40歳 350,100円（国公行(一)４－28水準) 

2.一時金 

生活水準の維持・改善が図られるよう月数の引上げ及び

期末手当への割合を重視した要求 
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3.「自治体最低賃金」目標額 

月給 213,100円（国公行(一)１級 13号）以上、日給

10,655円（月額／20日）以上、時給 1,375円（月額／

20日／７時間 45分）以上 

ⅢⅢ..「「すすべべててのの労労働働者者のの  

立立場場にに立立っったた働働きき方方」」

のの改改善善ににつついいてて  

1.労働基準法改正に伴う

取り組みなど。 

2.長時間労働の是正対応

など。 

１．想定される法改正をもとにした学習会の開催と、労

働時間短縮に逆行する改正ポイントについて反対 

２．長時間労働の是正（要求項目） 

① 生命と権利を守るため、労働時間、休憩時間、情報

機器ガイドラインに基づく休憩取得の実態、時間外労

働・サービス労働、休日労働・振替・代休や各種休暇取

得状況など実態を明らかにし、具体的要求を追求 

② 厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関するガイドライン」順守させる取り組み 

③ 時間外労働の職場点検活動から、完全支給と割増率

引き上げ 

④ 窓口開庁時間の短縮、準備作業・事後作業の勤務時

間内対応 

⑤ 振替休の適正な運用 

⑥ 36協定の締結やその見直しを通じた時間外労働の縮

減と、法令等の遵守など労働安全衛生委員会の活動 

⑦ 既存の休暇制度の拡充と、ニーズの高い育児休業、

子の看護休暇、介護休暇制度の改善 

ⅣⅣ・・ササププラライイチチェェーーンン全全

体体でで生生みみ出出ししたた付付加加価価

値値のの適適正正配配分分ににつついいてて  

1. 中小受託取引適正化

法への対応・取り組み

など。 

2.その他 

公共サービスに携わる民間労働者の賃上げ原資の確保、

物価高による行政運営にかかる経費の増大への対応とし

て、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指

針」を踏まえた適切な対応を推進（指定管理料・委託料

の上乗せ） 

ⅤⅤ..ジジェェンンダダーー平平等等・・多多

様様性性のの推推進進 

1.男女間賃金格差是正 

2.ハラスメント対策 

3.育児・介護と仕事の両

立に向けた環境整備 

 

１.公表されている男女間賃金の格差と、不利益取り扱

いがないか職場点検を通じて要求・交渉 

2.ハラスメント対策 

① 実態調査、対応方針・マニュアルの策定、相談窓口

の整備と研修の実施などカスハラ対策の具体化 

② セクハラ、パワハラ、マタハラ、ケアハラ等の防止

措置の状況点検と対応を追求 

③ ハラスメント発生時、関係者プライバシーに配慮し

た適切な対応の要求 

3. 育児・介護と仕事の両立に向けた環境整備 

子の看護休暇の拡充や親の看護への拡大、男性の育樹休
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業制度活用の促進、不妊治療を取得しやすい環境整備 

ⅥⅥ..22002255～～22002266年年度度のの業業

績績見見通通しし、、雇雇用用情情勢勢等等  

  

資格職などの専門職を筆頭に全体的な人員不足。募集

をかけても応募者が少ない、合格者の辞退、転職の増加

に歯止めがかからない状況。メンタル不調者の発生によ

る実働人員の減も課題。 

ⅦⅦ..統統一一要要求求日日  ２月５日（木） 

ⅧⅧ..そそのの他他   

○ 担担  当当  佐佐  藤藤：：yyoosshhiikkaazzuu..ssaattoo@@yyaammaaggaattaa..jjttuucc--rreennggoo..jjpp  

〇 報報  告告  期期  日日：：１１月月１１６６日日（（金金））ままででメメーールルににてて報報告告ををおお願願いいいいたたししまますす。。  
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